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12 月は市税の滞納整理強化月間です

■納期限を過ぎた市税はありませんか？
　市税には納期限が定められており、納期限を過ぎても納
税されない場合、督促状や催告書を送付しています。
　さらに、納税や連絡がない方に対しては、滞納を早期に
解消するため、ご家庭を訪問し徴収しています。
　市では、12 月を「滞納整理強化月間」とし、訪問徴収
業務を強化します。留守のご家庭には訪問票を郵便ポスト
などに投函しますので、内容のご確認をお願いします。

■差し押さえを行っています
　市では、これらの案内を受けてもなお納税されない方に
対しては、納期限までに納めている方との公平性を保つた
め、差し押さえを行っています。

預貯金 給与 生命保険 国税還付金 その他債権 不動産 年度計 滞納市税などへの充当額
平成 22 年度 44 件 0 件 4 件 15 件 1 件 0 件 64 件 6,210,188 円
平成 23 年度 119 件 6 件 18 件 6 件 8 件 11 件 168 件 23,027,976 円
平成 24 年度 100 件 1 件 8 件 3 件 1 件 6 件 119 件 18,480,244 円
平成 25 年度 103 件 44 件 2 件 4 件 2 件 5 件 160 件 12,657,085 円
平成 26 年度 128 件 46 件 0 件 5 件 0 件 1 件 180 件 8,476,506 円

差押件数と税などへの充当額（年度別）

問合せ先　税務課（内線２３１・２３２）・市税等徴収対策室（内線２８５）

　差し押さえは滞納処分の一つで、滞納者の財産（預貯金、
給与、生命保険などの債権や不動産など）を金銭に換価し、
滞納している市税などへ充当するための法的手続きです。
　差し押さえが行われると、大切な財産を失うばかりか、
金融機関や勤務先などに滞納を知られることになり、社会
的な信用も失ってしまいます。

■放置せず相談を
　市税は自主的に納期限までに納めていただかなければな
りません。病気や失業などのやむを得ない事情により納期
限までに納めることが困難な場合には、納税相談を行って
いますので、税務課または市税等徴収対策室までお早めに
ご連絡ください。

12 月市議会定例会 会議日程（予定）

   ４日㈮  10:00 ～　本会議　 会期の決定（＊）、民生環境
委員長報告（＊）、決算特別
委員長報告（＊）、提案理由
説明（＊）、補足説明

      本会議終了後～　委員会　 議会運営委員会
   ５日㈯  ～ ６日㈰　  休　会
   ７日㈪  ～ ９日㈬　  議案調査日
10 日㈭  10:00 ～　本会議　 代表質問（＊）、質疑・一般

質問（＊）
11 日㈮   9:00 ～　委員会　議会運営委員会
　　　　  10:00 ～　本会議　 質疑・一般質問（＊）、議案

の委員会付託（＊）
12 日㈯ ～ 13 日㈰　休　会

14 日㈪  10:00 ～　委員会　総務文教委員会
15 日㈫  10:00 ～　委員会　民生環境委員会
16 日㈬  10:00 ～　委員会　産業建設委員会
17 日㈭     　　　　　議案調査日
18 日㈮    9:00 ～　委員会　議会運営委員会
　　　　   9:30 ～　協議会　全員協議会
　　　　11:00 ～　本会議　 委員長報告（＊）、質疑（＊）、

討論（＊）、採決（＊）

（＊）が付いているものは、ケーブルテレビ（Ｎｅｔ３）
121ch（コミチャン12）で放送します。
また、12月20日㈰の20時から約2時間ずつ７日間に分けて、
再放送を予定しています。
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リンゴジュースの販売が始まります

滑川市りんご組合

旬の時期に搾る「ふじ」100%の濃厚な味わいです

ご贈答・ご家庭用などご予約を承ります
お近くの組合員直売店をご利用ください

「ふじ」も好評発売中です
おいしい滑川産「ふじ」をご賞味
下さい

ジュースのお問い合わせは、JAアルプス滑川配送センター（Tel.475-0071）、または
滑川営農センター（Tel.475-6900）までお願いします

広告


